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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月5日(2018.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品を制御するための制御手段と、
　第１動作及び第２動作が可能な可動体と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力するとともに、入力された制御信号を出力可能な複数の出力手段と
を備え、
　前記複数の出力手段のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定
態様により波形が立ち上がるように構成されている
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　電気部品を制御するための制御手段と、
　第１動作及び第２動作が可能な可動体と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力するとともに、入力された制御信号を出力可能な複数の出力手段と
を備え、
　前記複数の出力手段のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定
態様よりも緩やかに波形が立ち上がるように構成されている
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段Ａ）上記目的を達成するため、本発明の請求項１の遊技機は、電気部品を制御する
ための制御手段と、第１動作及び第２動作が可能な可動体と、前記制御手段からのシリア
ル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号を出力すると
ともに、入力された制御信号を出力可能な複数の出力手段とを備え、前記複数の出力手段



(2) JP 2018-82969 A5 2018.7.19

のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定態様により波形が立ち
上がるように構成されていることを特徴とする。
（手段１）本発明による他の遊技機は、電気部品（例えば、盤側ＬＥＤ９ｄ，９ｅや天枠
ＬＥＤ９ａ、左枠ＬＥＤ９ｂ、右枠ＬＥＤ９ｃ、可動部３０２を回動させるための第１演
出用モータ３０３、可動部材３２１をスライドさせるための第２演出用モータ３３０）を
制御するための制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、制御手段からのシリア
ル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号（例えば、各
ドライブ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号）を出力するとともに、入
力された制御信号を出力可能な複数の出力手段（例えば、発光体ドライバ４１１ａ，４１
１ｂ、モータ駆動ドライバ４１２、発光体ドライバ４１３ａ～４１３ｃ）とを備え、複数
の出力手段のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定態様により
波形が立ち上がるように構成されている（例えば、図１４および図１５に示す変形例３の
ように、全てのシリアル－パラレル変換回路について、それぞれスルー出力が通常のスル
ーレートの出力に設定されている）ことを特徴とする。そのような構成によれば、ノイズ
耐性を考慮しつつ設計を簡略化することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（手段Ｂ）上記目的を達成するため、本発明の請求項２の遊技機は、電気部品を制御する
ための制御手段と、第１動作及び第２動作が可能な可動体と、前記制御手段からのシリア
ル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号を出力すると
ともに、入力された制御信号を出力可能な複数の出力手段とを備え、前記複数の出力手段
のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定態様により波形が立ち
上がるように構成されていることを特徴とする。
（手段２）本発明による遊技機の他の態様は、電気部品（例えば、盤側ＬＥＤ９ｄ，９ｅ
や天枠ＬＥＤ９ａ、左枠ＬＥＤ９ｂ、右枠ＬＥＤ９ｃ、可動部３０２を回動させるための
第１演出用モータ３０３、可動部材３２１をスライドさせるための第２演出用モータ３３
０）を制御するための制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、制御手段からの
シリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号（例え
ば、各ドライブ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号）を出力するととも
に、入力された制御信号を出力可能な複数の出力手段（例えば、発光体ドライバ４１１ａ
，４１１ｂ、モータ駆動ドライバ４１２、発光体ドライバ４１３ａ～４１３ｃ）とを備え
、複数の出力手段のそれぞれは、入力した制御信号を出力するときの出力状態が所定態様
よりも緩やかに波形が立ち上がるように構成されている（例えば、図１６に示す変形例４
のように、全てのシリアル－パラレル変換回路について、それぞれスルー出力が低スルー
レートの出力に設定されている）ことを特徴とする。そのような構成によれば、ノイズ耐
性を考慮しつつ設計を簡略化することができる。
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